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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年５月１２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年４月１８日 ２３時４５分ごろ 

発生場所 

 

 

 

香川県三豊
み と よ

市粟島南方沖 

 詫間
た く ま

港須田一文字防波堤東灯台から真方位３３２°２,６００ｍ付 

 近 

 （概位 北緯３４°１５.４′ 東経１３３°３８.４′） 

事故の概要 海上タクシーいたくらは、北北西進中、プレジャーボート大西
おおにし

丸と

衝突した。 

大西丸は、船長及び同乗者が死亡し、右舷船首部が大破して転覆し

た。 

いたくらは、左舷船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年４月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 海上タクシー いたくら、５トン未満 

   ２８１－３６７００香川、個人所有 

   ７.６０ｍ（Lr）×２.６４ｍ×１.２７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１１０.３０kＷ、平成１１年４月 

Ｂ プレジャーボート 大西丸、５トン未満 

   ２８０－１２４０６香川、個人所有 

６.０６ｍ（Lr）×１.８７ｍ×０.８５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、４４.１０kＷ、昭和５５年９月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５３年９月２９日 

    免許証交付日 平成２３年５月３０日 

           （平成２９年４月１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５６歳 

   二級小型船舶操縦士  

    免許登録日 平成１５年８月２８日 

    免許証交付日 平成２４年１２月２５日 

           （平成３０年８月２７日まで有効） 
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  同乗者Ｂ 男性 ５６歳 

 死傷者等 死亡 ２人（船長Ｂ及び同乗者Ｂ） 

 損傷 

 

Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部が大破 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 高潮時  

月没時刻：１８時０５分 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが乗り組み、旅客１人を乗せ、粟島港の係留地に向

け、平成２７年４月１８日２３時４０分ごろ三豊市詫間港を出港し、

約１６.５ノットの対地速力で手動操舵により粟島南方沖を北北西進

した。 

船長Ａは、操舵室の椅子に腰を掛けて操船し、１.５海里（Ｍ）レ

ンジとしていたレーダー画面に粟島港が映るころ、０.７５Ｍレンジ

に切り換え、主に目視で見張りを行いながら航行を続けていたとこ

ろ、２３時４５分ごろ衝撃を感じた。 

 船長Ａは、急いで操舵室の外に出てみると、Ｂ船の右舷船首部がＡ

船の左舷中央部の船底に入り込んでいたので、Ｂ船と衝突したことに

気付き、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 船長Ａは、Ｂ船が大破した右舷船首部からの浸水により間もなく転

覆するところを目撃した。 

船長Ａは、客室にいた旅客に依頼して２人でサーチライトと懐中電

灯を使ってＢ船を照らして見失わないようにしながら巡視艇が来るの

を待った。 

Ｂ船は、船長Ｂが乗り組み、同乗者Ｂを乗せ、粟島南方沖でＡ船と

衝突した。 

同乗者Ｂは、１９日０１時４２分ごろ、船長Ｂは、０２時４６分ご

ろ、捜索に当たっていた巡視艇により海上でそれぞれ発見され、病院

に搬送された。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂは、搬送された病院で死亡が確認され、両人と

も１８日２３時５０分ごろの溺死と検案された。 

Ｂ船は、巡視艇により、三豊市のマリーナにえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ 船長Ａの操

船状況、写真３ Ｂ船 参照） 

  その他の事項 

 

 

 

 

 船長Ａは、平成１３年から海上タクシーの運航を始めた。 

 船長Ａは、２３時３０分ごろ粟島港から釣り客５人を乗せて詫間港

に至り、２３時４０分ごろ詫間港を出港した。 

 船長Ａは、詫間港を出港する時、Ａ船の航海灯が表示されているこ

とを確認した。 

 Ａ船のレーダー画面の映り具合は、良好であった。 

Ａ船の旅客は、本事故当時、操舵室内の後部の椅子に腰を掛け、下
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を向きながら携帯電話を操作していた。 

 船長Ａは、視界が良好であり粟島港の係留地に接近していたので、

主に船首方の見張りを目視で行っていた。 

 船長Ａは、Ａ船の機関音が大きいので、他船から汽笛の吹鳴があっ

ても聴こえないと思った。 

 船長Ａは、Ｂ船と衝突後、Ａ船の左舷側下方に潜り込んだ状態のＢ

船から機関音が聞こえていたが、Ｂ船の航海灯が表示されているかど

うかを確認していなかった。 

 船長Ａは、巡視艇が来るまでの間に船長Ａが回収したＢ船のクーラ

ーボックスには魚が一杯に入っていることを確認した。 

 本事故発生場所付近には、Ａ船及びＢ船以外の船舶はいなかった。 

 船長Ｂは、いつも香川県多度津町多度津港から出航していた。 

 船長Ｂは、１８日１０時までは在宅していた。 

 船長Ｂは、平均して月に１～２回釣りに出掛けていた。 

同乗者Ｂは、年に１～２回船長Ｂと釣りに出掛けていた。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂは、発見された時、救命胴衣を着用していた。 

Ｂ船には、マスト灯及び両色灯の設備があったが、本事故による操

縦席付近の損傷が激しく、Ｂ船の航海灯のスイッチが点灯状態になっ

ていたのかどうかは確認できなかった。また、本事故発生時、Ｂ船の

スロットルレバーがどの位置にあったかについても確認できなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ船は、粟島南方沖を北北西進中、Ａ船の船首部とＢ船とが衝突し

たものと考えられる。 

船長Ａは、視界が良好であり粟島港の係留地に接近していたので、

主に船首方の見張りを目視で行っていたものの、Ｂ船に気付かなかっ

たものと考えられるが、その状況を明らかにすることはできなかっ

た。 

Ｂ船は、粟島南方沖において、Ａ船と衝突したものと考えられる

が、その運航状況並びに船長Ｂ及び同乗者Ｂの行動については、明ら

かにすることができなかった。 

 船長Ｂ及び同乗者Ｂの死因は、共に溺死であった。 

原因  本事故は、夜間、粟島南方沖において、北北西進中のＡ船と、Ｂ船

とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 



 

- 4 - 

付図１ 事故発生経過概略図 

詫間港須田 

一文字防波堤

東灯台 

Ａ船 

事故発生場所 

（平成２７年４月１８日 

２３時４５分ごろ発生） 

香川県三豊市

粟島 

三豊市 

粟島港 
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写真１ Ａ船 

          
        

写真２ 船長Ａの操船状況 

          
 

写真３ Ｂ船 

          
        


